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Ⅰ．特　報

「点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017」（６月〜11月）
　　　　開催のお知らせ

定期点検整備の促進及び会員事業場への入庫促進を図るために、平成29年度 懸賞付定

期点検整備促進キャンペーンを、「点検・整備で当たるけん！キャンペーン2017」と題

して実施いたします。

今回も、定期点検を受けたお客様と３千円以上の用品・部品を交換または購入されたお

客様を対象に、抽選で毎月30名様、合計で180名様に、１万円分の点検整備サービス券

を進呈します。会員の皆様におかれましても主旨・目的をご理解のうえ、事業場でのポス

ターの掲示や、ＤＭによるお客様へのご案内等、キャンペーンにご参加いただきますよう

お願い申し上げます。

見　本

見本

見本
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【  実　施　要　領  】
１．実施期間
　　平成29年６月１日（木）～平成29年11月30日（木）

２．応募資格
　　（１）会員事業場において定期点検整備を実施された方
　　　　①　対象車種及び点検の内容（事業用自動車は除きます。）

自家用軽自動車
１年点検自家用乗用車

自家用小型二輪車（250cc 超）
自家用小型貨物車 ６ヶ月点検

　　　　②　対象の基本点検料
基本点検料3,000円以上のものを対象とし、無償のものは除きます。
ただし、定期点検整備実施によるご応募は、１台につき１回のみのご応募とし

ます。
　　（２）会員事業場において部品・用品の交換または購入された方
　　　　①　１回に3,000円以上ご利用の方

②　部品・用品の交換または購入による応募は、交換・購入ごとに１回応募する
ことができます。ただし、１回の整備作業工程で修理部品交換が複数あった場
合でも１回のご利用とみなします。

③　一度応募しても、実施期間中に再度3,000円以上の部品・用品の交換・購入
があればその都度応募することができます。

④　実施期間中に、当選した『点検整備サービス券』のご利用があった場合、ご
利用金額が3,000円以上であれば再応募できます。

３．賞　品

額面1万円の『点検整備サービス券』が

毎月30名、合計で180名様に当たります！

４．応募方法（お客様が直接振興会に応募することはできません）
　　（１）専用応募用紙によるご応募

　専用応募用紙は情報誌やホームページに掲載してあるものを、コピーまたは印刷
してご利用ください。
　必要事項を全て応募用紙に記入し、毎月１か月分をまとめて振興会事務局宛に郵
送、ＦＡＸまたはお持込等でお届けください。

　　（２）振興会ホームページからのご応募
　キャンペーン特設ページに応募フォームを掲載しますので、応募フォームよりご
応募ください。 
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５．応募締め切りおよび抽選
（１）毎月の応募締め切りは、翌月５日（振興会休業日の場合は、翌業務日）とします。
（２）最終の応募締め切りは、平成29年12月８日（金）までとします。
（３）抽選は、応募を締め切った月の中旬に行います。

６．当選発表および賞品の進呈
　毎月の抽選後、当選者の該当する事業場へ当選通知を送付し、数日後に、当選者に対
し当選通知と共に『点検整備サービス券』を郵送します｡

７．告知方法
（１）期間中、テレビでＣＭを放送し告知します。
（２）情報誌に掲載し、振興会ホームページに特設サイトを公開します。
（３）会員事業場にＤＭ用ハガキを30枚ずつ無料でお送りしますので、お客様へのご

案内をお願いします。ＤＭ用ハガキは、印刷用画像を振興会ホームページに公開
しますので、追加で必要な場合は印刷してご利用ください。

８．印刷画像のダウンロードおよび応募フォームのご利用
　ホームページに公開した印刷画像をダウンロードする際または応募フォームをご利用
になる際には、次のＩＤ、パスワードを入力してご利用ください。

ＩＤ：easpa　　パスワード：9562181　　（共に半角英数）

９．『点検整備サービス券』の取り扱いについて
　　（１）お客様のご利用方法

①　『点検整備サービス券』は次回のご来店から使用できます。（車検・点検整備・
一般整備・オイル交換・部品用品購入等）

②　お客様のご利用期限は当キャンペーン終了から13か月《平成30年12月31
日（月）》とします。（有効期限をサービス券の表面に表示します。）

③　『点検整備サービス券』はどちらの会員事業場でもご利用可能です。

　　（２）会員事業場の対応方法
①　お客様から『点検整備サービス券』の提示があった場合は、額面金額を売上

費用から差し引いてください。
②　『点検整備サービス券』のご利用があったときは、サービス券の裏面に必要

事項をご記入の上、振興会にサービス券を持ち込み換金してください。
③　上記換金の期限は平成31年１月31日（木）までとします。（換金有効期限を

サービス券の裏面に表示します。）
④　『点検整備サービス券』は、会員事業場において現金と引き換えはできません。

ただし、表示金額以下のご利用の場合の釣り銭の返金は、事業場の判断にお任
せします。
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点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名

点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名

点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名

点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名
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平成29年度  自 動 車 検 査 員 研 修
　平成29年度自動車検査員研修が下記のとおり開催されますので、お知らせいたします。

記
１．研修日時及び場所

日　時 地区（振興会ブロック） 場　所（会　場）

９月20日（水） 14：00～17：00 城北、城南、三津、上浮穴 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
９月21日（木） 13：30～16：30 宇和島東部、中部、鬼北、津島 津島やすらぎの里

９月22日（金） 13：30～16：30 西条、西条西 西条市丹原文化会館

９月26日（火） 14：00～17：00 城西 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
９月27日（水） 13：30～16：30 川之江、伊予三島、土居 紙産業技術センター

10月２日（月） 13：30～16：30 新居浜ディーラー、西 東予自動車会館

10月３日（火） 13：30～16：30 桜井、今治東、大三島、伯方、大島 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

10月４日（水） 13：30～16：30 今治西、南、朝倉、今治北、
中央、大西菊間 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

10月５日（木） 13：30～16：30 内山、大洲西、八幡浜、半島、
三瓶、野村 西予支部研修センター

10月６日（金） 13：30～16：30 新居浜南、東 東予自動車会館

10月11日（水） 14：00～17：00 11号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月12日（木） 13：30～16：30 宇和島南部、吉田、南宇和 津島やすらぎの里

10月13日（金） 14：00～17：00 33号線北、33号線中央 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月16日（月） 13：30～16：30 長浜、大洲東、中央、宇和 西予支部研修センター

10月17日（火） 14：00～17：00 33号線南、北条、伊予市・郡 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月18日（水） 14：00～17：00 56号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月26日（木） 14：00～17：00 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

●　中予会場は、支局庁舎建替え工事の影響で、会場を『愛媛県生涯学習センター』としました。
会場の定員が120名となっておりますので、対象地区を分けて研修を実施いたします。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

●　中予以外の会場に於いても、駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●　同一事業場に複数の検査員を選任している場合は、この限りではありません。

２．研修内容　指定自動車整備事業関係事務処理要領第11条第１項に定める事項及び自動車検
査員として必要な事項

３．講師　愛媛運輸支局 陸運技術専門官

４．研修資料、資料代及び研修会開催費　※資料についての詳細は、次ページ参照
（１）自動車検査員必携〔（四整連発行）現在の追録は第16号〕を必ずご持参ください。
（２）平成29年度自動車検査員研修資料：定価　１，５００円（税込）
（３）研修会開催費：１名　７００円（税込）

Ⅱ．試験・講習会・研修会等のご案内



— 6 —

自動車検査員研修で使用する資料について

使用する資料は、２種類あります。

１．自動車検査員必携（教習・研修資料）〔（四整連発行）現在の追録は第16号〕

『自動車検査員必携（教習・研修資料）
四整連』です。
追録16号まで差し替え済みである事をご
確認の上、ご持参ください。

２．平成29年度自動車検査員研修資料　　　　定価　１，５００円（税込）
※　四国運輸局ホームページに掲載されているものを印刷し、ご持参いただいた場合

は、研修資料代は不要です。印刷までの手順は次のとおりです。

四国運輸局ホームページ → 組織別情報（自動車技術安全部）

　→ 整備主任者・自動車検査員研修資料 → 自動車検査員研修資料（平成29年度版）

５．その他
（１）自動車検査員と整備主任者を＜兼務＞している方が本研修を受講した場合は、今年度の

整備主任者法令研修に出席したこととみなされます。
（２）筆記用具及び指定番号のメモをご持参ください。
（３）正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局 検査・整備・保安部門（TEL：

０８９－９５６－１５６１）までご連絡ください。
（４）各会場共に駐車できる台数が限られています。公共交通機関の利用や、お車の乗り合わ

せをお願いします。お車でお越しの場合は、各会場のルールを守って駐車してください。
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スキャンツール活用事業場基本研修のご案内
　平成29年度「スキャンツール活用事業場」認定制度※の基本研修を下記日程で、開催いたし
ます。
　この制度は、スキャンツールを活用して整備作業、診断作業の効率化を図るとともに、自動
車の電子制御装置の機能診断が実施できる整備事業場を認定することにより、ユーザーの信頼
を獲得することを目的とした制度となっております。
　この制度を生かして、お客様に対して自社の整備技術のアピールを行い、お客様に見える資
料を提示する事により、自社の収益確保並びにお客様の信頼アップにつなげていただきたいと
思います。
　是非、沢山の方のお申込みをお待ちしております。
１．開催支部、開催日、場所

開催支部名 開　　催　　日　　時 場　　　　　所
東予支部 ８月31日（木）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合
南予支部 ９月１日（金）午前10時～午後５時 南予支部研修センター
西予支部 ９月４日（月）午前10時～午後５時 西予支部研修センター
今治支部 ９月５日（火）午前10時～午後５時 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
中予支部 ９月９日（土）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター

２．研修対象者　※　三級自動車整備士以上で、主にスキャンツールの未経験者
※（この研修は日整連に認定された機関で受講された方は免除にできる場合があります。

また、免除される場合を除き、本研修を修了しなければ応用研修を受講することができ
ません。詳しくは振興会／教育課までお問合わせください。）

３．研修内容　　　　　　スキャンツールの一般的な知識・技能の習得
４．募集定員　　　　　　各会場20名（各支部５名以下の場合は、隣の支部と合同開催します。）
５．受講料及び資料代　　無料
６．講師　　　　　　　　振興会職員
７．受講申込方法及び締切日　８月25日までにこの「スキャンツール活用基本研修受講申込書」
をプリントアウト（コピー）していただき自動車整備士合格証書の写しを添付のうえ申込をお
願いします。（ＦＡＸ可）

スキャンツール活用基本研修 受 講 申 込 書　　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講支部名 整備士資格

生年月日

ふりがな

受講者氏名

・受講申込書記載内容に基づき、修了証を作成しますので、正確に記入してください。
＊この申込書に関わる個人情報等につきましては、本業務以外には使用いたしません。
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スキャンツール活用事業場応用研修のご案内
　平成29年度「スキャンツール活用事業場」認定制度※の応用研修を下記日程で、開催いたし
ます。
　この制度は、スキャンツールを活用して整備作業、診断作業の効率化を図るとともに、自動
車の電子制御装置の機能診断が実施できる整備事業場を認定することにより、ユーザーの信頼
を獲得することを目的とした制度となっております。
　この制度を生かして、お客様に対して自社の整備技術のアピールを行い、お客様に見える資
料を提示する事により、自社の収益確保並びにお客様の信頼アップにつなげていただきたいと
思います。
　是非、沢山の方のお申込みをお待ちしております。
１．開催支部、開催日、場所

開催支部名 開　　催　　日　　時 場　　　　　所
東予支部 ９月15日（金）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合
中予支部 ９月16日（土）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター
南予支部 ９月20日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター
西予支部 ９月19日（火）午前10時～午後５時 西予支部研修センター
今治支部 ９月21日（木）午前10時～午後５時 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

２．研修対象者
基本研修修了者又は、日整連に認定された機関で基本研修と同等以上の研修を受講された方

※詳しくは振興会／教育課までお問合わせください。
３．研修内容 高度な診断・整備技術の習得
４．募集定員 各会場20名（各会場５名以下の場合は中止とさせていただきます。）
５．受講料及び資料代 ￥3,000－
６．講師 ㈱デンソーセールス四国支社
 ㈱デンソーセールス四国支社愛媛支店
 愛媛県自動車整備振興会
７．受講申込方法及び締切日　９月１日までにこの「スキャンツール活用応用研修受講申込書」

をプリントアウト（コピー）していただき 基本研修修了証 を添付のうえ申込をお願いします。
（ＦＡＸ可）

スキャンツール活用応用研修 受 講 申 込 書　　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講支部名 整備士資格

生年月日

ふりがな

受講者氏名

・受講申込書記載内容に基づき、修了証を作成しますので、正確に記入してください。
＊この申込書に関わる個人情報等につきましては、本業務以外には使用いたしません。
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エア・ブレーキ・システムの正しいメンテナンスについての
講習会開催のご案内

国土交通省は、近年の貨物、乗合自動車等の車両事故・火災事故をうけて、事故原因の分析
結果を公表し、ユーザーの適切な使用と保守管理を求めております。

こうした状況のなか、本会としては正しい知識と事故防止を再確認していただくため「エア・
ブレーキ・システムの正しいメンテナンス」についての講習会を下記の通り開催いたします。
是非ご参加ください。

記
１．日　時　及び　会　場

日　　付 時　　間 対象支部 会　　場
９月19日（火） 14：00～16：30 中予 振興会技能教育センター
９月20日（水） 14：00～16：30 西予・南予 西予支部研修センター
９月21日（木） 14：00～16：30 東予・今治 東予自動車会館

２．テ　ー　マ　　①エア・ブレーキ・システムの概要説明
　　　　　　　　　②ナブテスコ製　スプリングチャンバ機能・構造説明
　　　　　　　　　③ナブテスコ製　エアドライヤ機能・構造説明
３．講　　　師　　ナブテスコサービス株式会社
４．申　込　み　　申し込み方法は、このページをコピーし必要事項を記入の上、平成29年８

月25日（金）までに振興会教育課へＦＡＸをお願いします。
ＦＡＸ番号 ０８９－９５６－２１８８

５．受講料・資料代　　無　料
６．定　　　員　　各会場30名（定員になり次第締め切ります。）

※尚、各会場人数が少ない場合は、９月19日（火）中予（松山）地区での合同開催となる場
合がありますのでご了承ください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

振興会教育課行き　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

エア・ブレーキ・システムの正しいメンテナンスについての
講習会申込書

希望会場
９／19　中予会場　  　　９／20　西予会場　  　　９／21　東予会場

希望会場に○をつけてください。

事業場名

受講者氏名
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Ⅲ．国土交通省、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会からお知らせ
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重
要
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Ⅳ．お知らせコーナー

一　　般
社団法人 愛媛県自動車整備振興会

公募期間：平成29年７月24日（月）～10月31日（火）

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今年度もスキャンツール導入補助事業について、国土交通省から公表されました

ので、お知らせ致します。

尚、公募要領については、パシフィックコンサルタンツ株式会社のホームページに公開

されておりますのでご覧ください。

　『トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金』

↓

　『ハイブリッド車等の点検整備の高度化による省エネ推進事業（スキャンツールを活用

した省エネ推進事業）』

パシフィックコンサルタンツ株式会社　補助金ページ

http://www.pacific-hojo.jp/scan/

スキャンツール導入補助事業の公募について

お知らせ
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西条西ブロック
「子ども見守り等安全安心基金」に寄付

　愛媛県自動車整備振興会西条西ブロックは、西条西警察署管内で行ってい

る子どもや女性・高齢者等社会的弱者を守り、犯罪抑止に強い街づくりに賛

同し、６月29日から30日にかけて使用済みバッテリーの廃品回収を行い、そ

の活動によって得た収益金を地域の安全・安心の維持を目的とした防犯カメ

ラ設置事業に役立ててもらおうと、西条西警察署「子ども見守り等安全安心

基金」に寄付しました。西条西警察署より大変感謝され、後日、お礼状を頂

きました。
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、12件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　工場の対応と追加料金に対する不満
平成29年１月10日　千葉県　男性
車名：軽自動車　　登録年月：平成23年
走行距離：約21,000㎞

【相談】
12月６日、工場側より５万4,050円の車検見積り金額

の提示を受ける。５年目（２回目）の車検で自動車も

新しいので、あまり追加費用もかからないであろうと

の説明を受ける。12月９日、車検実施のため工場へ入

庫。１時間で完了すると言われたので、車両を預け外

出する。その際、見積り書を回収される。預けてから

約30分後、工場より電話連絡があり、追加作業がある

ため金額が上がる旨伝えられる（約12万円）。工場に

確認しに戻ると、車両はリフトアップされておりタイ

ヤ（ホイール＆タイヤ）は車両から外されていた。タ

イヤとバッテリーの交換が必要で約12万円と言われた

が、“説明を求めるも曖昧な回答で、詳しい説明も無

かった”。相談者は最初の見積り金額を支払うための

６万円しか準備がなかったため、今回は手持ちがなく

全額支払えない旨を伝え、一旦６万円を支払い帰宅し

た。その後、車検が完了し17時頃に自宅へ工場側から

車両の納車が行われた。その際も車検に関しての説明

がなく、ただただ納車が行われただけであった。辺り

は暗かったため、車両の確認等は行わなかった。翌日、

車両の確認を行うとトランクの清掃が行われておらず

不満を抱き、また車検証が無く、このまま走行してい

いものかと不安になってしまった。12月12日、友人ら

に今回の話をすると、当該工場の悪い噂を聞き、評判

が良くないことを知った。全体的に説明不足な工場の

対応と金額の増額に不満を抱いたので、今回、友人共

に振興会への相談に至った。

【対応】
まず、保安基準適合標章についての説明を行い、車

検証が無いことについての不安を取り除いた。相談者

の要望としては、「詳しい説明が聞きたい」、「安くし

て欲しい」ということで、それを伝えて欲しいという

ことであった。そのような金銭的部分の対応はできな

い旨を説明。また、最初の見積り金額の５万4,050円が

基本料金と考え、今回タイヤ４本（１本８千円）とバッ

テリーの交換、工賃やその他作業を含めれば約12万円

の請求になるのも考えられなくは無いことを伝えた。

車検証の件も含め詳しい説明がなかったとすれば、工

場側の説明不足と取られても致し方ないと思われるの

で、了解を得て、一度工場側に指導も含め連絡を取る

こととした。工場に連絡し担当者の方に話を聞いた。

担当者は、相談者に対し、いわゆる立会い車検を実施

し車両等を見て貰いながら交換の必要性を説明し、金

額の変更の了承を得てから車検作業に取り掛かってい

る。また、車検証に関しての説明も行い、車検証は後

日郵送することも伝えたという。聞いていた話と乖離

はあるが、相談者が「詳しい説明」を望んでいること

を伝え、もう一度説明も含め話を聞いていただけない

かと担当者の方に打診したところ、引き受けてくれた

ので電話をして貰うこととした。再度相談者に連絡を

取り、工場の担当者から電話があると思うのでわから

ない点は質問し、詳しい説明を受け、話し合いをして

みてくださいと伝えた。

12月13日、相談者とその友人より再度電話があり、

工場側から電話はあったが、「いつ支払って貰えるの

かと、しつこく何度も聞かれた」、「１万円ずつの分割

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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払いでなら支払える」、「あと２万円しか払えそうにな

いと伝えたが、受け付けて貰えなかった」、「詐欺師呼

ばわりされ話し合いにならなかった」、「最終的にあと

３万円の支払いでいいと言われた」、「一方的に電話を

切られた」と、解決には至らなかったようで、「知り

合いの弁護士への相談も考えている」もしくは「３万

円支払ってこの件は終わりにする」、「こちらからは連

絡したくない」ということであった。どう解決してい

くかは相談者次第であるが、話し合えないのなら我々

ができることもないと思いながらも工場側の対応もど

うかと思うので、もう一度確認を取ってみるとだけ伝

え相談を終えた。工場に電話をすると、担当者ではな

い方（社長？）と話をすることが出来た。担当者が電

話を何回もかけたが繋がらず、店舗の番号とは違う番

号でかけたらようやく相談者が電話に出たようで、説

明をしても納得していただけず、「自分の車のタイヤ

が別の劣化したタイヤにすり替えられた」というよう

なことを言って、最終的には作業依頼時からすでに費

用を支払う気はなかったと工場側は判断したようだ。

３万円の支払いでいいとは言ったが、分割での支払い

は認めなかったという。また、弁護士関連の話もされ、

電話は相談者の都合で相談者の方から切ったという。

当方が相談者と話をした時は「分割でなら…」と言っ

ており支払いをする意思はあるようなので、もう一度

話し合いをする余地はあるのではないかと工場側へ伝

えたが、社としての対応は決まっているようだったの

で、相談を終了とした。

Ｃａｓｅ２　適合オイル以外のオイルを入れられ、走
行中に白煙発生
平成29年１月10日　兵庫県　男性
車名：軽自動車　　登録年月日：平成14年
走行距離：140,000㎞

【相談】
先日、ディーラーに勤める友人Ａから譲って貰った

車だが、貴会会員Ｂ指定工場に「メーカー指定オイル

と同等のものがあるか？」と確認して、「ある」と言

われたのでオイル交換を依頼した。ところがそのすぐ

後、走行中に後方が見えなくなるほどの白煙が舞い怖

くなって車を路肩に止めた。白煙は室内にも入ってき

た。臭いがすごく、すぐにオイル交換した工場に電話

をして引き取りに来て貰った。オイルを入れ替えたあ

と、「大丈夫か？」と聞くと「問題ない」ということだっ

たので乗って帰ったが、この時、「適合オイルは５Ｗ

－30だが、０Ｗ－20を入れた」という説明があった。

このことをＡに確認したところ、「ありえない。そん

な粘度のオイルを入れたら燃焼室にオイルが回って当

たり前だ。ヘッドガスケットが切れ（？）たりエンジ

ンに亀裂が入っている可能性もある」というようなこ

とを言われ不安になった。煙が出たのは事実だし、適

合オイルを入れていなかったことも間違いない。Ｂ社

に中古エンジンを載せ換えるなりの対策をして貰いた

いと思って交渉したが、「裁判でも何でもして貰って

いい」と自らの非を認めないばかりか、開き直りと受

け取れる言動で対応された。貴会からＢ社に強く指導

して欲しい。

【対応】
そもそもＡとの個人売買だし、Ａがディーラーの整

備士ならなぜそのディーラーで先にオイル交換をして

いなかったのかと思い、そこを聞くと、Ａはディーラー

に勤めてはいるが車に関係する部署ではないとのこ

と。Ｂ社の対応について、相談者には「あれこれ指示

出来ないし金銭的な話にも入れない」と伝えた。ただ、

苦情があったことは伝えると約束した。Ｂ社の担当者

は拠点長で、この日は不在。工場長は居たがこの件に

ついてはノータッチ。担当整備士も「店長が担当窓口

となっており、店長の指示なくユーザーと話はしない」

とのこと。ただ、「オイルを少し入れすぎた」ことは

認めたので、オーバーフローしたオイル（給油時に洩

れた？）が燃えた可能性もありそうだ。Ｂ社社内で「箝

口令」を敷き、Ｂ社として拠点長対応としているのな

ら当会が介入する余地はない。この手の苦情に当会や

Ａのような第三者が絡むとまとまる話もまとまらなく
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なる。一応、オイルが燃えて白煙が出たことは間違い

ないようなので、交換後、白煙が出ていないのなら現

時点では問題ないようにも思うと伝えた。ただし、今

後エンジンにダメージがあるかどうかは走行距離、年

数から考え、はたして今回のことが原因かどうかは将

来的にも断定できないだろう。拠点長から数日中に連

絡が入るよう手配したので当事者同士でもう一度じっ

くり話し合って欲しいと伝えて、ここで相談を終えた。

車両スペックからもわかるが、友人から購入し、初め

てエンジンオイルの交換を依頼した工場にこういった

苦情を言うことにクレーマーの要素を感じない訳には

いかない。友人Ａとの個人売買で、Ａのエンジン本体

への影響についてのアドバイスには悪意を感じずには

いられないし、こういった言動に手の打ちようはない。

Ｃａｓｅ３　交換２ヶ月後にフロントガラスにキズ発
見
平成29年１月18日　東京都　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
事故を起こしフロント周りを修理した。フロントガ

ラスは新古品を勧められたので了解した。２ヶ月ほど

経ってキズがあるのを発見したため申し出たが、交換

できないと言われた。

【対応】
依頼先は板金工場。認証ナシなので、当会で指導で

きる範囲外であることを伝える。しかし、会話の内容

からすると交換直後に確認しておらず、最初から傷が

あったことを認めさせるのは難しい事、また部品に保

証も付いていないようなので、交換の交渉も難しいの

ではないかと伝えた。他の相談所に電話すると言って

切れた。

Ｃａｓｅ４　車検整備渡し中古車の購入直後にＡＴ
ミッションが不具合
平成29年１月30日　福岡県　男性
車名：ミニバン　　登録年月：平成17年
走行距離：90,000㎞

【相談】
＜経緯＞

・平成28年12月、「一般社団法人Ｆ（非会員工場）」か

ら車検整備渡し中古車を40万円（車両価格19万８千

円）で購入。

・２週間後にエンジンの動力が駆動系に伝わらず走行

できない状態となったので、購入先の一般社団法人

Ｆで車を見て貰ったところ、ＡＴミッションの交換

と言われ、リビルト品を推奨されたが、見積り金額

（９万８千円）に不満を抱き修理未着手。

＜相談内容＞

・一般社団法人Ｆが販売する車だから安心して車を購

入したが、当該法人に対する疑問。

・車検直後の故障と高額な修理代に納得がいかない。

・車検整備を含めた購入価格なので、ＡＴミッション

の修理代は払わないでいいのではないか。

【対応】
・車を購入した契約事項を確認したところ「現状渡し」

であったため、車検直後とはいえ予期せぬＡＴミッ

ション交換は自費にて修理せざるを得ないのではな

いか。また、中古車の使用形態や車歴如何で他の修

理も今後発生しかねない旨の説明をし、了解を得た。

・車検は外注依頼による整備と思われるが、車検では

ＡＴミッション内部まで検査はしないので、その因

果関係は、偶然にも車検直後に不具合が発生したも

のとして判断せざるを得ない旨説明し、了解を得た。

・一般社団法人の商号についての安心感の疑問につい

て、県では、所管移行後の認可番号は無く、ＨＰ検

索では一般社団法人Ｎの会員リストに掲載されてお

り、当該事業所のＨＰでは、従事者３名、車両販売、

コーティング等、Ｋ市を拠点に古物商に特化した内
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容のもので、一般社団法人とする組織活動の内容が

見当たらないため、当方では判断しかねる旨を伝え、

安心の是非は自己判断とすべきと説明し、了解を得

て終了した。

Ｃａｓｅ５　車検後の訴えで支払い拒否に
平成29年２月２日　兵庫県　事業者
車名：軽自動車　　登録年月日：不明
走行距離：不明

【相談】
年末に車検を行った軽自動車だが、検査後にガソリ

ンスタンドでオイル交換をした時に外から見えるエン

ジンのボルト？が１箇所取り付けられていないことに

ユーザーが気付いた。ユーザーから、「御社がきちん

と車検を行っていれば、このボルトの取り付け忘れが

わかるはず。きちんと出来てないからこのような欠品

状態で納車される。ボルトは自分で径の合うものを都

合して取り付けたが、こんな状態で納車された車に要

した車検費用（諸費用は除き点検・部品・作業料）は

絶対に支払わない」と言われ、料金が貰えていない。

【対応】
作業料金未払いとボルトの欠品に関する因果関係が

理解できない。そもそも何のボルトがついていなかっ

たのか？と確認したところ、車検には全く関係のな

い（触ることのない）燃料噴射システムの部分だとい

う。仮にそのボルトを取り付け忘れていたとすれば、

自動車の走行に大きく関わってくるはずなので、どん

な症状になったのか聞いたところ、事業者の説明では

さっぱり要領を得ない。そこで他の同じ車がどうなっ

ているのか聞いてみると、サービスマニュアルには記

載がないという話だった。そこで、「中古車のオーク

ション会場に行った時に同じ車を見て確認してはどう

か？」とアドバイスすると、「ちょうど昼から行く」

と言うので確認して貰うことにした。結果、同じ車が

４台出品されていて４台とも件のボルトは取り付けら

れていなかったそうだ。これで支払い拒否との因果関

係が完全に断たれたことになる。ユーザーの勝手な思

い込みで受けた不当要求は、単に支払いたくないだけ。

きちんと説明して支払いをうけるべきだが、納得しな

ければ、内容証明郵便、支払い督促、少額訴訟、強制

執行という流れになる。御社の請求は不当なものでは

ない。「請求通りの金額を払って欲しい旨、面と向かっ

て言うべきだ｣ と言うと、納得して電話を切った。

Ｃａｓｅ６　車検後にＡＴシフトレバーが動かなく
なった
平成29年２月３日　福岡県　男性
車名：軽自動車　　登録年月：平成26年
走行距離：24,000㎞

【相談】
＜経緯＞

・平成29年１月中旬に車検を終え、後日入荷のエアク

リーナーを交換。

・数日後、運行操作中にＡＴシフトが入らなくなり、

場の危険を回避した。

・車検整備を実施した整備工場へ連絡したところリ

コールと言われ、ディーラーまで自費保険付帯の

レッカーで搬送した。

・ディーラーでは、エンジンルーム内のＡＴシフト

ロッド部に交換済のエアクリーナーが噛んでロック

状態との回答であった。

・工場の本社兼務の店長がお詫びのため自宅へ訪問さ

れた。

＜相談内容＞

・金銭等の要求ではなく、即座に状況を確認してくれ

ず、リコール扱いの対応について整備工場への不信

感を相談窓口へ投げかけられ、今後、他のユーザー

の為にも指導して頂きたいとの相談依頼。

【対応】
・状況が事実であれば、整備工場へ指導する旨約束し



— 23 —

た。

・整備工場へ状況と再発防止を確認したところ、交換

済みエアクリーナーをエンジンルーム内に取り残し

たのは事実、電話応対がサービスフロントマンでは

なく営業フロントマンが対応した初期対応の不備に

ついて反省の意が伝えられた。

・再発防止については、①社を挙げて周知を図った、

②交換部品箱を設置した、③伝票類で再確認ができ

るようにした、との回答であった。

・交換した部品は消費者の財産なので、交換部品袋等

を活用し、持ち帰りまたは産廃処理の２者選択の現

物提示で了解を取り付け、カウンター越しに消費者

が見えないところを見える化。また、大きな部品は

交換部品置場で実物を見せて請求するよう指導、ま

た、交換した部品や工具はキャディへ置く習慣とす

べき指導した。

・相談者へ整備工場の反省の意と再発防止が図られた

旨報告を行い終了した。

Ｃａｓｅ７　いつまで経っても修理をしてくれない
平成29年２月６日　京都府　男性
車名：二輪車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
平成28年10月15日、中古（10年落ちくらい）の二輪

車をＫ販売店から購入。購入後、オイル漏れがひどく、

スプロケットに錆や摩耗があり、タイヤにも亀裂や損

傷があることが判明。10月26日、同店へ入庫。11月16日、

異常なしの報告を受け引き取るも、帰宅時に同様の症

状が感知され不具合が直っていないことが判明。

12月17日に再入庫したが、しばらくの間連絡がなく、

年末にＴＥＬするも「まだ見ていない」とのこと。平

成29年１月４日と１月15日にＴＥＬするも、「まだやっ

ていない、やります」との返事。１月16日に引き取り

に行くと、オイル漏れは直っているようだが、作業中

の写真を記録するようお願いしていたのを忘れてい

る。しかも、キャブレターの設定もまともに出来てい

ない。ロードサービスの二重請求もしているようであ

る。保険金詐欺に巻き込まれないか？以上のことから、

同店には全く信用が出来なくなった。契約解除したい

が、難しいのなら、何らかの指導のきっかけになれば、

と連絡した次第。

【対応】
翌７日、Ｋ販売店にＴＥＬ。｢当初、“ゆっくりで良い。

バイクメインのユーザーを優先してあげて”との言葉

を貰っていた。冬場は乗らないユーザーも多く、数ヶ

月入庫したままのバイクもある。同様の感覚で、取り

扱ってしまった。電話を貰った後も遅くなってしまい、

申し訳なかったとの認識はある。ユーザーは売買価格

（非公開としたい）での買い戻しを希望されているよ

うだが、オイル、ガスケットは交換し完治していると

認識している。買い戻しは本社の意向も聞かなければ

ならず、今現在では何とも言えない｣ とのことで、確

かに、少し対応が甘かったようである。今後はこのよ

うなことがないようお願いした。また、保険請求に関

しても、相談者に迷惑を掛けないようにお願いした。

かなりきつい言葉を言われているようだが、誠実な対

応をお願いし、揉めるようなら当会顧問弁護士をも紹

介できることも伝えた。同日、相談者へ連絡するも、

つながらず。翌８日、相談者からＴＥＬあり。誠実な

対応をお願いしたことを伝えると、一応は納得された。

Ｃａｓｅ８　修理後、バンパー下部にキズ発見
平成29年２月８日　京都府　男性
車名：ミニバン　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
平成29年１月８日、カー用品店にて車高調整キット

を取り付けた。１月28日、ハンドルが左に流れる不具

合で調整するも直らない。２月４日に再調整したが、

「やりようがない」と言われ、さらに陸送時に「異音

がした」と言われた。また、２月６日に左前バンパー
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下部にキズがあるのを発見。立体駐車場から降りる際、

右回り時に擦ったのではないか、との疑念がある。明

日（２月９日）見に来てくれるが、どうすれば納得し

てくれるか？ ｢やった、やってない｣ の水掛け論にな

らないか？

【対応】
キズの件は、もちろん、どちらにも確証がなければ

水掛け論になるのは目に見えているし、どちらの利益

にもならないのではないか。誠実に対応策を話し合う

しかないのでは。こちらから、｢誠実に話し合いをし

てあげて！｣ と言うことは可能であるが、と伝えた。

相談者の同意を得たので、当会からカー用品店に、誠

実に話し合いをしてあげて欲しい旨、お願いした。以

降、連絡なし。

Ｃａｓｅ９　カーナビの液晶画面を交換したい
平成29年２月23日　香川県　男性
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
最近、中古車を購入し、同販売店でカーナビを取り

付けて貰った。左後ろから光が入ると画面が反射して

全く見えなくなるため、販売店やカーナビのメーカー

に画面を交換するよう言ったが対応してくれない。良

いアドバイスが欲しい。

【対応】
当然、液晶画面を交換しても同じこと。対策とすれ

ば、タッチパネルによっては感度が悪くなる可能性も

あるが、反射防止タイプの保護フィルムなら千円程度

で販売しているし、画面上部に取り付けるバイザーも

ある。これらで対応するしかないのではないかとアド

バイスしたが、新品のナビに貼り付けたくないという。

当会ではこれ以上対応できないことを伝え、電話を

切った。

Ｃａｓｅ10　未払いの修理代を払いに行ったら迷惑
料を請求された
平成29年２月27日　長野県　女性
車名：軽自動車　　登録年月：平成11年
走行距離：不明

【相談】
ユーザーが外国人であるため、身元引受人から相談

がある。整備工場に未払いの修理代４万１千円強を支

払いに行ったところ、受け取って貰えず、売掛金とし

て処理済みと言われた。請求書を見たら請求金額が

７万8,519円（税抜き）であったため詳細を尋ねたとこ

ろ、その内３万６千円が迷惑料と言われた。到底納得

できることではない。裁判も辞さない。相談にのって

欲しい。

【対応】
整備工場に確認したところ、４年前に受けた車検の

際、重量税、諸費用、修理代など全て立て替えた。何

度か催促の電話をしたが、電話番号を変えられて連絡

不能になってしまった。そのまま４年間連絡が取れな

かった。迷惑料は値引きしても良いが、一方的に悪者

扱いされては納得できない。身元引受人の方と話をし

たいとのことであったので、身元引受人了解のもと、

電話番号を教えて両者で話し合うこととなった。

Ｃａｓｅ11　１万９千㎞でヒーターコアは詰まるの
か
平成29年３月３日　京都府　男性
車名：乗用車　　登録年月：平成22年
走行距離：19,000㎞

【相談】
暖房が効かなくなり、当初専業工場？へ入庫しサー

モスタットを交換したが、直らなかった。原因不明

ということでディーラーへ入庫したが、ヒーターコ

アが詰まっており交換が必要と言われたので交換し、
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一応は完治した模様。しかしながら、１万９千㎞で

詰まることがあるのか？当初「乗りすぎ」と言われ、

１万９千㎞しか走っていないと言えば「走らなすぎ」

と言われた。言うことがいい加減ではないか？

【対応】
当会職員に確認すると、ヒーターコアの交換はまれ

であり、あっても走行距離よりも経年劣化による場合

が多いのではないか？とのことであった。このことを

伝えたところ、一応は納得された模様。しかしながら、

相手方の対応もいい加減なところがあるのは確かであ

り、当会より申し入れることは可能であると伝えたが、

「昔からの付き合いもあるので」と断られた。以降、

連絡なし。

Ｃａｓｅ12　エンジンオイル漏れによる修理後のト
ラブル
平成29年３月９日　福岡県　男性
車名：トラック　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
＜経緯＞

エンジンオイル漏れによる修理を行い、４日後に車

両を確認したところ、オイルゲージ（左タイヤハウス

部にある）が少し外れていてホコリ等が付着していた

ので、工場へ行きエンジンオイルの交換をした。その

後、ゲージを確認すると未だ砂のようなものが付着し

ていたので、別の事業場へ行き、今回はオイルパンを

外しての交換をした。その後、まだ砂のようなものが

付着するので、クランクシャフト・メタルの交換等を

依頼するが、今後の対応はしないと事業場から断られ

た。

＜相談内容＞

まだホコリのようなものが付着するので、どうにか

して欲しい旨と事業場の対応に不満があり処分をして

欲しい旨の相談。

【対応】
当初のエンジンオイル漏れの修理に対する不満では

ないこと、オイルゲージが少し外れかけていたこと、

エンジン内部が２度もオイル交換しても異物が取り除

けないほど汚れていることとの因果関係がハッキリし

ないこと、事業場も１度はオイル交換に応じているこ

となどを考えれば、これ以上事業場に要求するには無

理があるように思えるが、相談者は事業場の処分を強

く要望している。当会の相談窓口の役目は、当事者間

の話し合いがうまくいくようにアドバイスをすること

であり、当会は処分する行政機関でない旨説明。どう

しても納得がいかない場合には訴訟となる旨説明し、

管轄行政機関として運輸支局を紹介。今回は事業場へ

の連絡は見送った。
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

平成　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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インターネットを利用して

自動車整備に必要な情報をゲット！！

ＦＡＩＮＥＳでできること

・メーカーのマニュアルが直接閲覧できる。

・故障整備事例＆アドバイス情報を入手できる。

・各車種の主要諸元値、点検基準値、標準作業点数が確認できる。

・リコール情報が入手できる。

・ｅｔｃ・・・。

入会金（初回のみ）	 １２，０００円

基本料金（月額）	 １，３００円	（３カ月毎の引き落とし）

FAINESに関するお問合せは、自動車整備振興会技術・教育課まで。

※	表示金額は全て消費税抜きの金額です
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成27年９月３日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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Ⅴ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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街頭検査実施結果のお知らせ
　愛媛運輸支局、警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び振興会支部会員の皆
様方のご協力により街頭検査を実施し、整備不良車、違法改造車の排除と「自動車の保守
管理責任の啓蒙と点検整備の重要性、必要性等」の指導を行いましたので、下記の通りご
報告いたします。

◦◦　お疲れ様でした　◦◦
実施日時　　平成29年７月６日（木）　13時30分～15時30分
実施場所　　西条市船屋　県道13号　新居浜から西条方面
協力支部　　東予支部（西条西ブロック）
出動人数　　国土交通省４名、警察５名、自動車機構１名、軽検査協会０名、
　　　　　　振興会会員８名、振興会事務局１名

合計出動人数　19名

検査車両数　　　　　　 　110台
不良車両数　　　　　　　　６台 …………不良車両数の割合5.4％

整備命令交付車両数　　 　０台

検査証有効期間切れ車両数 ０台
定期点検整備未実施件数 36件……未実施車両数の割合32.7％
特種車両警告書件数 ０件
整備不良車両関係（口頭警告件数） ６件　　車両法第54条
整備不良車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条
不正改造車両関係（口頭警告件数） ０件　　車両法第54条の２
不正改造車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条の２

装置別の保安基準不適合箇所数内容
◦走行装置　　　　　　　３件 ◦電気・灯火類　　　　　３件
 ※合計不良箇所件数　   ６件

Ⅵ
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平成29年度　検査台数報告

（平成29年６月分）

Ⅶ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

６月 480 664 17,121 2,248 17,601 2,912 48,826 8,221

対前年同月比 132.2% 103.6% 108.6% 107.4% 109.1% 106.5% 107.3% 105.6%

前年同月 363 641 15,768 2,093 16,131 2,734 45,523 7,788

軽自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

６月 484 277 14,972 3,309 15,456 3,586 43,427 10,075

対前年同月比 118.6% 99.6% 110.8% 108.1% 111.0% 107.4% 109.4% 105.5%

前年同月 408 278 13,517 3,061 13,925 3,339 39,679 9,553

登録車・軽

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

６月 964 941 32,093 5,557 33,057 6,498 92,253 18,296

対前年同月比 125.0% 102.4% 109.6% 107.8% 110.0% 107.0% 108.3% 105.5%

前年同月 771 919 29,285 5,154 30,056 6,073 85,202 17,341
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
平成　  年　  月の29　 ６

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 314,829 400,270 488,841 252,742 1,456,682
前 月 末 車 両 数 314,533 401,477 489,911 253,342 1,459,263

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,263 1,706 2,139 1,091 6,199
当　 月 1,649 2,250 2,758 1,468 8,125
前 月 比 130.6 131.9 128.9 134.6 131.1

中
　
古

前　 月 443 600 664 381 2,088
当　 月 529 695 806 337 2,367
前 月 比 119.4 115.8 121.4 88.5 113.4

計
前　 月 1,706 2,306 2,803 1,472 8,287
当　 月 2,178 2,945 3,564 1,805 10,492
前 月 比 127.7 127.7 127.1 122.6 126.6

抹 消 登 録 1,605 2,082 2,497 1,173 7,357
管 轄 変 更（ 入 ） 646 1,169 1,168 475 3,458
管 轄 変 更（ 出 ） 744 1,307 1,463 654 4,168

小 型 二 輪 車　 増 減 59 80 102 51 292
当 月 末 車 両 数 315,067 402,282 490,785 253,846 1,461,980

対 前 年 同 月 比 100.1 100.5 100.4 100.4 100.4
対 前 月 比 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 307,194 383,139 529,029 310,233 1,529,595
前 月 末 車 両 数 307,435 384,601 530,355 310,760 1,533,151

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 998 1,505 1,730 1,237 5,470
当　 月 1,271 1,848 2,198 1,388 6,705
前 月 比 127.4 122.8 127.1 112.2 122.6

中
　
古

前　 月 445 505 826 555 2,331
当　 月 497 578 761 494 2,330
前 月 比 111.7 114.5 92.1 89.0 100.0

計
前　 月 1,443 2,010 2,556 1,792 7,801
当　 月 1,768 2,426 2,959 1,882 9,035
前 月 比 122.5 120.7 115.8 105.0 115.8

検 査 証 返 納 1,182 1,581 2,070 1,174 6,007
転 入・ 転 出 91 －218 215 －170 －82

軽 二 輪 車　 増 減 19 74 76 60 229
当 月 末 車 両 数 308,131 385,302 531,535 311,358 1,536,326

対 前 年 同 月 比 100.3 100.6 100.5 100.4 100.4
対 前 月 比 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 622,023 783,409 1,017,870 562,975 2,986,277
前 月 末 車 両 数 621,968 786,078 1,020,266 564,102 2,992,414
当 月 末 車 両 数 623,198 787,584 1,022,320 565,204 2,998,306

対 前 年 同 月 比 100.19 100.53 100.44 100.40 100.40
対 前 月 比 100.20 100.19 100.20 100.20 100.20

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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中小企業信用保険法第２条第５項第５号
（セーフティネット保証５号）に基づく
指定業種のお知らせ

（平成29年７月１日～平成29年９月30日）

　中小企業庁より、平成29年度第２四半期（平成29年７月１日から９月30日）に対象とな

る指定業種が公表され、自動車一般整備業（自動車分解整備業を含む）が継続指定される
ことになりましたので、お知らせいたします。

Ⅷ.
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商工組
合より

平成30年版車検予約用カレンダーのご注文を承ります

日頃は、商工組合事業にご支援ご協力頂き感謝申し上げます。

標記の「車検予約用カレンダー」は昨年同様ご希望の組合員さんに無料で配布すること

にいたしました。ご希望の方は、お手数ではございますが以下の注文書に必要事項をご記

入の上、10月31日（火）までに商工組合までお申し込みください。

本年も希望者のみの配布とさせて頂きます。お申し込みのない方への配布は行いません

のでご留意ください。

・・・・・平成30年版車検予約用カレンダー注文書・・・・・
ＦＡＸ：０８９－９１４－８４１２
□に 印をしてください。

□　事業場単独注文

認証番号 ブロック名

事業場名

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

□　ブロック一括注文

ブロック名 件　数 件　

ブロック長
事業場名・氏名

連 絡 先
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2018年カレンダー
大好評受付中

2018年カレンダー
大好評受付中

2018年カレンダー
大好評受付中

2018年カレンダー
大好評受付中

注文書（７月号に同封）は価格表
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　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. ２１

（１. １６～２. ３５）
１. ２１

（１. １６～２. ３５）
７月12日

小規模事業者
経営改善資金

１. １１ １. １１

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

― 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ ―
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について
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指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携
　　追録第16号発行のお知らせ

　自動車検査員必携・追録第16号（平成28年10月１日現在）

が発行されましたので、お知らせいたします。追録第15

号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合５番

窓口でお買い求めください。

　各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきま

すよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格　　１，０８０円（税込）
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組合員

（電話番号の掛け間違いにご注意ください）
会社：０９２－２９２－４４３９
携帯：０９０－８８３６－７７８４商品概要問合わせ先：㈲Ｄ１ケミカル　TEL：０９２－２９２－４４３９
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点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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となりやすいため
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【送料：500円（税別）】
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